
１４行政組織機構 

 １特別職の状況 

現状 

 新居浜市は、市長、助役、収入役。 

 別子山村は、村長、助役。 

課題 

 合併後、市長、助役、収入役。 

 給与は現行のまま。 

 

 ２教育長 

現状 

 新居浜市、別子山村それぞれ１名。 

課題 

 新居浜市の現制度に合わせて施行する。 

 給与は現行のまま。 

 



 ３監査委員 

 

 

 

 

 

 

現状 

 監査委員の定数は条例の定めるところにより3人である。内訳は、常勤の代

表監査委員（識見）1名、非常勤監査委員（識見）1名、議選監査委員1名であ

る。 

課題 

 監査業務については、現存の別子山村役場、小中学校等定期監査の実施が

必要となり、現地監査を行うことになる。 

 定数については、現在5人の監査委員が、地方自治法第195条により3名とな

る。 

効果 

 現別子山村監査委員報酬（2名分）の削減。 

 



 ４非常勤特別職 

現状 

 新居浜市における定数は、教育委員５人、選挙管理委員会委員４人、固定

資産評価審査委員会委員３人、公平委員会委員３人等である。 

課題 

 新居浜市の現行制度適用。 



 ５組織機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現状 

 新居浜市は、現在１２部、７２課制である。 

 別子山村は課制で現在２課。 

課題 

 新居浜市の現行制度適用。 

 

 ６職員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現状 

 新居浜市職員定数９７２人、実数９３５人。 

 別子山村定数、実数１９人。 

課題 
 消防関係等を含めて、定数増が必要。 


